
豊川弓道会 会則 

 

   第１章 総 則 

第１条 当会は、豊川弓道会と称する。 

第２条 当会の事務所は、会長宅に置く。 

第３条 当会は、弓道を普及振興し、市民の健康と体力の向上、徳操の育成に資すると共

に、当会会員相互の親睦を図り、進んで国際親善と社会文化の進展に寄与することを

目的とする。 

第４条 当会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。 

  １．大会の開催 

  ２．研究会及び講習会の開催 

  ３．その他当会の目的を遂行するために必要な一切の事業 

 

   第２章 会 員 

第６条 当会は豊川市に在住あるいは在勤する弓道の愛好者をもって組織する。なお、豊

川市外の居住者においても希望により当会会員として加入できる。 

第７条 会員となるには、当会所定の様式による申込みをし、会長の承認を得るものとす

る。 

第８条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。会

費を１年以上滞納した場合は会員の資格を喪失する。 

第９条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、１か月以上前に当会に対して

予告をするものとする。 

 

   第３章 役 員 

第１０条 当会に次の役員を置く。 

  １．会長   １名 

  ２．副会長  １名以上２名以内 

  ３．理事   ６名以上１２名以内 

  ４．監事   ２名 

  ５．事務局  若干名、うち１名を事務局長、１名を会計とする。 

   （※ 理事は各中学校区１名、各称号１名を基準とする。） 

第１１条 役員の職責を次のとおり定める。 

  １．会長は、当会を代表し、その業務を統括する。 

  ２．副会長は、会長を補佐し会長が支障ある時は代理する。 

  ３．理事は、この会則の定めるところにより、その職務を執行する。 

  ４．監事は、会計経理に関しその監査をする。 

  ５．事務局は、当会事業の執行に関する事務を行う。事務局長は、事務局業務全般を

統括し、会計は、経理に関する一切を処理する。 

第１２条 役員は、総会において選出する。 

第１３条 役員の任期は、就任の日より２年間とし再選を妨げない。平成２６年度から

２８年度に限り３年間とする。 



  ただし、役員の辞任に伴い、就任した後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

  また、役員の任期満了時において、後任者が未定の場合は、後任者の決定までの間、

前任者が引続きその任務をあたるものとする。 

 

   第４章 会 議 

第１４条 当会は、総会、臨時総会、役員会等の協議機関を設け、事業遂行上各々必要と

なる協議を行う。 

第１５条 総会は、毎年３月に１回会長が招集し、下記の事項を協議決定する。 

  １．会則の制定、変更に関する事項 

  ２．当会事業の実施報告、事業計画に関する事項 

  ３．当会会計の決算報告、収支予算に関する事項 

第１６条 臨時総会は、会長が必要と認める時に召集し、臨時的重要事項を協議決する。 

第１７条 役員会は、会長が必要と認める時に召集し、必要事項を協議する。 

第１８条 会議の議長は、会長が当たる。 

第１９条 会議は、出席人員の過半数の同意により議決する。ただし、可否同数の時は議

長が決する。 

 

   第５章 雑 則 

第２０条 当会に顧問及び相談役若干名を推薦することができる。 

第２１条 当会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年の３月３１日に終わる。 

第２２条 会長は、本則以外の事項については、役員会に諮り必要な細則を設ける事がで

きる。 

第２３条 愛知県弓道連盟より役員選出の依頼のあった時は、会長は役員に諮りこれを委

嘱する。 

第２４条 当会会員中本人の不幸のある場合は、弔意を表する。 

 

  付 則 

本支部会則は、平成２６年３月３０日より実施する。 

 

  付 則 

本会則は、平成２７年３月２９日より実施する。 

 


